
様式第１号

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名

称
総合収納管理システム

行政機関等の名称 春日市

事務担当課等

市民部 収納課

電話番号（０９２）５８４―１１１１ 内線（１４１１）

個人情報ファイルの利

用目的
市税等の収納及び管理のため

記録項目

1住所、2氏名、3生年月日、4科目、5納付番号、6記号番

号、7車両番号、8調定額、9納期限、10 収入額（本税、延滞

金、督促手数料）、11 収入年月日、12収入方法、13 納付した

金融機関、14 過誤納額（本税、延滞金、督促手数料）、15 過

誤納発生日、16過誤納整理番号、17 還付（充当）額（本税、

延滞金、督促手数料、還付加算金）、18 還付（充当）年月日、

19更正額、20 更正事由、21 更正年月日、22口座振替依頼科

目、23口座情報（金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、

口座名義人）、24 口座振替開始（廃止）年月日、25口座振替

請求及び結果情報、26 督促状発送日、27 公示年月日、28 個人

番号

記録範囲 納付義務者

記録情報の収集方法 納付義務者、金融機関

要配慮個人情報の有無 □ 含む ☑ 含まない

記録情報の経常的提供

先（法第 75条第 3項に

該当する場合を除く。）

☑ 有 □ 無

金融機関、地方税共同機構、軽自動車検査協会

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地

名 称 春日市 市民部 収納課

所在地
〒816‐8501
福岡県春日市原町３丁目１番地５

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よる特別の手続等

□ 有 ☑ 無

個人情報ファイルの種

別

☑ 法第 60条第 2項第 1号

（電算処理ファイル）

□ 法第 60 条第 2項第 2号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第 7 項に該当するファイル
☑ 有 □ 無


